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平成２０年度街区まるごとＣＯ220%削減事業公募要領 

平成２０年３月 

環境省地球環境局地球温暖化対策課 

 

環境省では、平成２０年度二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金（民間団体）に

より、街区まるごとＣＯ220%削減事業を行うこととしています。 

事業の概要、対象事業、応募方法及びその他留意していただきたい点は、この公募

要領に記載するとおりですので、応募される方は、公募要領を熟読いただくようお願

いいたします。 

ご応募いただいた事業が採択された場合には、｢二酸化炭素排出抑制対策事業費等

補助金（民間団体）交付要綱｣（以下､交付要綱という。）及び「二酸化炭素排出抑制

対策事業費等補助金（民間団体）実施要領」（以下、実施要領という。）に従って手

続き等を行っていただくことになります。 
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公募要領目次（街区まるごとＣＯ220%削減事業） 

 

１． 対象事業の概要及び目的 

２． 補助対象となる事業について 

３． 応募の方法について 

４． 補助対象事業の報告等について 

 

○補助事業における留意事項について 

１． 基本的な事項について 

２． 補助金の交付について 

３． 補助金の経理等について 

 

○補助事業における利益等排除について 
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街区まるごとＣＯ220%削減事業の募集について 

 

１．対象事業の概要及び目的 

京都議定書目標達成計画において定められた民生部門のエネルギー起源二酸化

炭素の削減の目標の目安は、2010 年に現状よりおよそ 20%削減しなければなら

ないとするものです。 

家庭部門及び業務部門については、世帯数及び延べ床面積が増大する傾向にある

ことから、「点」である個別の住宅や建築物に係る対策に加え、「面」の対策を取り

入れていくことが必要です。「面」の対策とは、例えば、エリア内の建物の間で、

エネルギー融通を行ったり、未利用エネルギーを活用したりすることなどを通じて、 

従来の個別の対策では到達できない、より効率的な仕組みを導入するものです。 

本事業は、新たな宅地開発や都市再開発、コンバージョンなどが行われる面的な

広がりをもった一定のエリアにおいて、面的な省ＣＯ2 対策を導入し、エリア内の

建物におけるＣＯ2 排出量を効率的に削減する事業を行い、低炭素社会の実現に向

けた面的開発の新たなモデルの構築を行うものです。 

 

２．補助対象となる事業について 

(1) 事業の対象者 

街区等一定の面的な広がりを持った一の区域において、省ＣＯ2 性に優れた住

宅群又は業務用建築物群を建設する民間団体等、若しくは既設の業務用建築物に

省ＣＯ2 機器等の導入を行う民間団体等 

   

(2) 補助事業の内容 

  街区等の区域全体の住宅・建築物におけるエネルギー起源二酸化炭素の排出量

を削減するために、省ＣＯ2 性に優れた設備等の導入を行う場合に、以下を要件

として、その費用の一部を補助します。 

  特に、平成２０年度は、戸建て住宅や複数の異なる用途の建物からなる街区に

おいて、面的な省 CO2 対策を導入し、効率的な CO2 削減を実現するモデル的な

取組に対し、重点的に支援を行います。 

① 対象となる街区において、個別の住宅・住戸、建築物における対策の

みならず、複数の住宅・住戸等による再生可能エネルギー供給設備

の共同利用、複数の住宅等の間でのエネルギーの融通など、面的な

省ＣＯ2 対策を講じること。 

② 当該設備等の導入により、街区全体のＣＯ2 排出量を標準的な街区に

おけるＣＯ2 排出量に比べて 20%以上削減できること。標準的な街

区におけるＣＯ2 排出量とは、当該街区内で予定している事業と同程

度の規模（計画戸数・計画床面積）の住宅・建築物において、当該

省ＣＯ2 設備等を採用せず、かつ、次世代省エネルギー基準（注）相
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当を前提とした標準的な設計で計画した場合に、街区全体で予想さ

れるエネルギー消費に伴い排出されるＣＯ2 排出量とします。 

 

（注）次世代省エネルギー基準とは、住宅に関しては、「住宅に係るエネルギ

ー使用の合理化に関する建築主等及び特定建築物の所有者の判断の基

準（平成 18 年経済産業省・国土交通省告示第 3 号）、住宅以外の建築

物に関しては、「建築物に係るエネルギーの使用の合理化に関する建築

主の判断の基準」（平成 15 年経済産業省・国土交通省第１号）を指す。 

 

③ 事業において整備される住宅又は建築物が、次世代省エネルギー基

準相当の仕様であること。床面積 2,000 ㎡以上の住宅を含む建築物

については、着工に際して「エネルギーの使用の合理化に関する法

律」に基づき所管行政庁に提出した省エネルギー措置に係る届出書

の写しを提出すること。さらに、住宅については、竣工後に「住宅

の品質確保の促進等に関する法律」に基づく「建設住宅性能評価書」

の提出等により次世代省エネルギー基準相当の性能を有することを

客観的に示すこと。 

④ 事業の規模が、戸建住宅のみで構成される街区等の場合、概ね 100

戸程度またはそれ以上、集合住宅や業務用建築物のみで構成される

街区等の場合、住棟・建築物数棟又はそれ以上であること。 

⑤ 対象区域全体の設備等の導入が、原則として平成 2３年 3 月末まで

に完了する見込みであること。設備等の導入が平成２１年度以降に

亘って行われる場合には、本年度の補助対象は、本年度に導入が完

了する設備等となり、次年度に導入する設備等の導入に係る補助に

ついては、次年度に、前年度の事業実施状況、執行可能な予算額等

を踏まえて審査の上改めて決定します。 

⑥ 平成２２年９月末までに、街区の全部又は一部の住宅・建築物の利

用が開始されると見込まれており、利用開始から平成２３年３月末

までの期間（１年程度以上であることが望ましい）、それら利用が開

始された住宅・建築物において、利用段階でのＣＯ2 排出削減量の算

定・評価を行うことができると見込まれること。 

⑦ 本事業に係るＣＯ2 削減効果については、計画段階から実施段階にか

けて、第三者による評価を行うこととしていることから、その評価

に必要な情報の提供等について、住宅の購入者や建築物の使用者等

に対する周知を含め、適切な協力を行うこと。また、街区の利用開

始後（対策導入後）のＣＯ2 削減効果の算定・評価に必要なエネルギ

ー消費量の計測・算定方法が適切に立案されていること（注）。 

 

（注）利用開始後（対策導入後）のＣＯ2 削減効果の算定・評価等は、本公募
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に基づく補助事業の採択後に、採択された事業において立案されたエネ

ルギー消費量の計測・算定方法を踏まえて、環境省二酸化炭素排出抑制

対策事業等委託費により、別途実施者を選定して行うこととなります。 

 

⑧ 本事業において導入した設備等を住宅等の購入者等の最終所有者に

譲渡する場合は、当該設備等が補助金の交付を受けていること等を

証明できる書類等を提示すること。 

 

 

(3)補助対象経費 

①対象経費 

対象区域でエネルギー起源二酸化炭素の排出量を削減するための設備等
（注）の導入事業を行うために必要な費用と、当該設備等を採用せず、次
世代省エネルギー基準相当を前提とした一般的な設備等の導入事業を行う
場合に必要な費用との差額並びにその他必要な経費で環境大臣が承認した
経費とします。 

ここでいう「必要な経費」とは、本事業を行うために直接必要な以下の経
費が補助対象経費であり、当該事業で使用されたことを証明できるものに限
ります（別紙参照）。 

 
＜経費の区分＞  

事業を行うために必要な本工事費（材料費、労務費、直接経費、共通仮設費、
現場管理費、一般管理費）、付帯工事費、機械器具費、測量及び試験費、事務
費 

 

（注）補助対象の設備等は、対象区域で面的な省ＣＯ2 対策を講じるための設備及び個別の住

宅・住戸・建築物において導入される省ＣＯ2 設備等。ただし、面的な対策を含まない、

個別の住宅等における省ＣＯ2 設備等の導入のみの事業は補助対象になりません。 

 また、住宅・住戸用の給湯設備については、ＣＯ2 冷媒ヒートポンプ方式（エネルギ

ー消費効率（ＣＯＰ）３．０以上）、潜熱回収方式（熱効率０．９以上）、又はガスエン

ジン方式（総合エネルギー効率０．８５以上）若しくはこれらと同等以上にＣＯ2 排出原

単位の低い方式の給湯器を補助対象とします。 

 

当該差額を算定するに当たって比較対象となる同種の一般的な設備等について

は、事業を行う地域における新築の住宅又は建築物等に一般的に導入されている設

備等とし、断熱材、ガラス、サッシ、ドア等については、事業を行う地域において、

次世代省エネルギー基準に相当する住宅又は建築物を整備する場合に一般的に導

入されている設備等とします。事業の応募に当たっては、同種の一般製品について、

それが「事業を行う地域における新築の住宅又は建築物等に一般的に導入されてい

る製品」である旨の説明を付して提示してください。環境省においてその説明が適

正かどうかを判断します。 
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②交付額 

対象経費の１／２を上限とします。 

ただし、住宅・住戸用の給湯設備を導入する場合にあっては、一戸の給湯設備

に対する交付額の上限を新築・既築ともに４．５万円とします。 

 

 

(４) 募集件数 

   予算(平成２０年度約 2．6 億円)の範囲内で、応募内容を勘案して採択を行い

ます。 

 

３．応募の方法等について 

(1)応募方法 

①提出方法 
ア 電子メールが使用できる環境の場合 

 応募様式を、電子メールの添付ファイルとして、以下の送信先アドレスあ
てに送信して下さい。 

◎電子メールの送信先アドレス：chikyu-ondanka@env.go.jp   

◎あて先は、「環境省地球温暖化対策課 街区まるごとCO220%削減事業担
当」として下さい。 

◎メール件名（題名）と添付ファイル名は次のとおりとして下さい。 
・メール件名：「街区まるごとCO220%削減事業提案応募」 
・添付ファイル名：「申請者名（会社名、団体名）」としてください。  

※電子ファイルで送付頂いた場合、様式の一部欠損等に関し、当方は責
任を持ちませんので、必ず下記の留意点を守って下さい。 
 電子ファイルを作成するアプリケーションソフトによる保存形式は、
エクセル200７以下のバージョン形式として下さい。使用するフォント
については、一般的に用いないものを使用しないで下さい。 
 添付ファイルは自動解凍ファイル等、圧縮ファイルとせず、電子ファ
イルの容量自体を極力小さくするような工夫をお願いします。特に図表
等を挿入する場合は、十分注意してください。 
 当該電子ファイルにマクロ等の機能を付与しないで下さい。このよう
なファイルは速やかに破棄・削除させていただきます。 
 また、Windows以外のパソコンで書類を作成した場合、必ずWindows
マシンでファイルを展開できることを確認の上、提出して下さい。ダウ
ンロードしたExcelの様式を一太郎その他のソフトに変換して提案いた
だいた場合及び当方のWindowsマシンで展開できない状態で送付され
た場合は受理できませんので御注意下さい。 
 なお、当方のメールサーバーの都合上、添付ファイル容量が２ＭＢを
超える場合は受け取れないことがございます。ファイルの分割等により、
添付ファイルの要領が２ＭＢ以下になるよう、ご配慮頂きますようお願
い致します。 
 

◎受領の確認 
 当方で受領を確認した場合、受領したメールをそのまま返信します。
当方へ送信後、数日しても返信がない場合、当方にうまく送受信されて
いない可能性があります。電話にてお問い合せ下さい。 

 



 7

イ 電子メールが使用できない環境の場合（できる限り電子メールを御使用下
さい） 

  電子メールを送信することができない環境の場合は、応募様式ファイルを
保存したCD-ROMと、打ち出したものを2部同封の上、送付して下さい。 

 
◎送付先の住所： 〒100-8975 東京都千代田区霞が関1-2-2  
◎あて先は「環境省地球環境局地球温暖化対策課 街区まるごとCO220%削

減事業担当」として下さい。 
◎電話番号：TEL03-3581-3351(内線6780) 
◎封筒等の表に、必ず、赤字で「街区まるごとCO220%削減事業応募書類在

中」と記して下さい。 
◎電子ファイルの名前、形式等、ファイル作成上の注意は、上記アの場合と同

じです。 
◎受領の確認 

提案書類に記されたFax番号あて、受領した旨をFaxします。当方へ送
付後、１週間程度しても受領確認のFax等がない場合、送付過程でのト
ラブルが考えられます。電話にてお問い合せ下さい。 

 
 ※提出いただいたファイル等は、返還しません。 

 

 ①公募期間 

   平成２０年 3 月 31 日（月）～平成２０年４月２１日（月） 

 

 ②応募に必要な書類及び提出部数 

 [1] 申込書・事業実施計画書【別添１】 

 [2] 街区のＣＯ2 削減率の算定方法・算定根拠（様式自由）（注１） 

 [3] 事業により整備予定の住宅又は建築物が次世代省エネルギー基準相当で

あるとする根拠（様式自由）（注２） 

 [4] 街区の利用開始後（対策導入後）のＣＯ2 削減効果の算定・評価に必要な

エネルギー消費量の計測・算定の方法（様式自由）（注３） 

 [5] 経費内訳【別添２】 

  ※設備等の導入が平成２１年度以降に亘って行われる見込みである場合には、

２１年度以降の各年度の経費内訳も同じ様式で作成 

  

【別添１】街区まるごと CO220%削減事業実施計画書 

Excel(.xls)形式   

【別添２】街区まるごと CO220%削減事業に要する経費内訳 

     Evcel(.xls)形式   

 

（注１）事業実施計画書の＜事業の効果・有望性＞欄には、ＣＯ2 削減効果及びその算定根

拠を簡潔にまとめ、詳細について[2]の書類で示すこと。 

 街区のＣＯ2 削減率の算定に当たって、比較対象となる標準的な街区におけるＣＯ

2 排出量については、事業を行う地域における標準的なエネルギー使用量（世帯当た
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り、床面積当たり等）や、新築の住宅又は建築物等に一般的に導入されている設備

等とその効率等を適宜設定するなどして計算を行い、それら計算に用いた数値等を

算定根拠に含めて示すこと。 

 

（注２）住宅については「住宅の品質確保の促進等に関する法律」に基づく住宅型式性能認

定書等の認定書を取得している場合は、その写しを提出することで可。住宅に関して

そうした認定書を取得していない場合や住宅以外の建築物の場合には、次世代省エネ

ルギー基準又は「住宅に係るエネルギーの使用の合理化に関する設計、施工及び維持

保全の指針」(平成 18 年国土交通省告示第 378 号)に示される個別の基準値や仕様

等との比較により示すことも可。 

 

（注３）住宅・住戸又は建築物に通常設置される電気・ガス等の検針メーター等以外に、エ

ネルギー使用量等を計測する装置等を設置しようとする場合には、装置の数、設置箇

所、設置工事の時期等を明記すること。 

 

  (２)採択の可否等について 

 ①補助事業の決定 

  提出された応募書類をもとに、環境省において、以下の事項等に留意しつつ審査

を行い、予算の範囲内において補助事業を選定（内示）します。なお、補助事業者

の選定（内示）結果については、文書により応募者に通知します。 

  ア 応募の内容が、本公募要領に示す要件を満たしていること。 

  イ 事業効果(街区全体のＣＯ2 削減効果)が高いこと 

  ウ 事業計画の妥当性が高いこと。 

・ 事業が年次計画等に沿って無理なく実施されると見込まれること等 

  エ 面的省ＣＯ2 対策としてのモデル性が高いこと。 

  オ その他街区の環境の改善に配慮していること 

   

 ②補助事業交付申請について 

  選定（内示）された事業者は、選定（内示）の通知後に、環境省の示すところに

より補助事業交付申請の手続きを行っていただきます。 

  

 ③交付決定 

  申請書に基づき、事業実施の交付決定を行いますので、交付決定日以降に当該事

業を開始し、平成２１年３月３１日までに当該年度の対象設備等の導入を行って下

さい。 

 

４．補助対象事業の報告等について 

  各年次の事業報告等については、別途指示するところにより報告書を作成し提出

して下さい。 
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○補助事業における留意事項等について 

 

１．基本的な事項について 

 本補助金の交付については、エネルギー対策特別会計の予算の範囲内で交付するも

のとし、「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律」の規定によるほか、こ

の補助金の交付要綱に定めるところによることとします。 

 

２．補助金の交付について 

(1)交付申請 

 公募により選定された補助事業者には補助金の交付申請書を提出していただきま

す（申請手続等は交付要綱を参照願います。）。その際、補助金の対象となる費用は、

当該年度に行われる事業で、かつ当該年度中に支払いが完了するものとなります。 

 

(2)交付決定 

 環境省は、提出された交付申請書の内容について以下の事項等に留意しつつ審査を

行い、補助金の交付が適当と認められたものについて交付の決定を行います。 

・申請に係る補助事業の全体計画（資金調達計画、工事計画等）が整っており、

準備が確実に行われていること。 

・補助対象経費には、国からの他の補助金（負担金、利子補給並びに補助金に

係る予算の執行の適正化に関する法律第２条第４項第１号に掲げる給付金及

び同項第２号に掲げる資金を含む。）の対象経費を含まないこと。 

 

(3)事業の開始 

 補助事業者は環境省からの交付決定を受けた後に、事業開始することが原則となり

ます（ただし、工期等の諸事情により早期開始が必要なものについてはご相談下さ

い。）。 

 補助事業者が他の事業者等と委託等の契約を締結するにあたり注意していただき

たい主な点（原則）を以下に記します。 

・新規応募事業の場合、契約・発注日は環境省の交付決定日以降であること。 

・補助事業の遂行上著しく困難又は不適当である場合を除き、競争原理が働く

ような手続きによって相手先を決定すること。 

・当該年度に行われた委託等に対して当該年度中（出納整理期を含む。）に対

価の支払い及び精算が行われること。 

 

３．補助金の経理等について 

(1)補助金の経理等について 

 補助事業の経費については、帳簿及びその他証拠書類を備え他の経理と明確に区分

して経理し、常にその収支状況を明らかにしておく必要があります。 
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 これらの帳簿及び証拠書類は、補助事業の完了の日の属する年度の終了後５年間、

いつでも閲覧に供せるよう保存しておく必要があります。 

 

(2)実績報告及び書類審査等 

 当該年度の補助事業が完了した場合は、事業終了後３０日以内あるいは翌年度４月

１０日のいずれか早い日までに実績報告書を環境省宛て提出していただきます。 

 環境省は事業者から実績報告書が提出されたときは、書類審査及び必要に応じて現

地検査等を行い、事業の成果が交付決定の内容に適合すると認めたときは、交付すべ

き補助金の額を決定し、補助事業者に確定通知をします。 

 なお、自社調達及び１００％同一資本に属するグループ企業からの調達によってな

された設計、工事、物品購入等については、原価計算により利益相当分を排除した額

（製造原価）を補助対象経費の実績額といたします。また関係会社からの調達分につ

いても原則原価計算等により、利益相当分を排除した額（製造原価と販売費及び一般

管理費の合計）を補助対象経費の実績額とします【「補助事業における利益等排除に

ついて」参照】。 

 

(3)補助金の支払い 

 補助事業者は、環境省から確定通知を受けた後、精算払い請求書を提出していただ

きます。その後環境省から補助金を支払います。ただし､必要と認められる場合には

上記の方法によらないで、交付決定した補助金の一部について補助事業の期間中に概

算払いをすることができます。 

 

(4)取得財産の管理について 

 補助事業の実施により取得した財産（取得財産等）については取得財産管理台帳を

整備し、その管理状況を明らかにしておくとともに、財産を処分（補助金の交付の目

的（補助金交付申請書及び実施計画書に記載された補助事業の目的及び内容）に反し

て使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供することをいう）しようとする

ときは、あらかじめ環境省の承認を受ける必要があります。なお、補助事業により整

備された施設、機械、器具、備品その他の財産には、環境省補助事業である旨を明示

しなければなりません。 

 

(5)交付決定の取消し等 

 補助事業者が、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律（昭和 30 年 8 月

27 日法律第 179 号）や交付要綱に基づく環境大臣の処分又は指示に違反した等の

場合、同法及び交付要綱に基づき、交付決定の取り消しが行われる可能性があります。

その場合は、交付した補助金の全部又は一部を返還していただくこととなります。 

 

(６)その他 

 上記の他、必要な事項は交付要綱に定めますので、これを参照してください。 
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別紙 

１ 区 分 ２ 費 目 ３ 細 目 ４ 内 容 

工事費 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本工事費 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(直接工事費)

材料費 

 

 

 

 

 

 

 

 

労務費 

 

 

 

 

 

 

 

 

直接経費 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(間接工事費)

共通仮設費 

 

 

 

 

 

 

 

 事業を行うために直接必要な材料の購入

費をいい、これに要する運搬費、保管料を

含むものとする。この材料単価は、建設物

価（建設物価調査会編）、積算資料（経済

調査会編）等を参考のうえ、事業の実施の

時期、地域の実態及び他事業との関連を考

慮して事業実施可能な単価とし、根拠とな

る資料を添付すること。 

 

 本工事に直接必要な労務者に対する賃金

等の人件費をいう。この労務単価は、毎年

度農林水産、国土交通の２省が協議して決

定した「公共工事設計労務単価表」を準用

し、事業の実施の時期、地域の実態及び他

事業との関連を考慮して、事業実施可能な

単価とし、根拠となる資料を添付すること

決定すること。 

  

事業を行うために直接必要とする経費であ

り、次の費用をいう。 

①特許権使用料（契約に基づき使用する特

許の使用料及び派出する技術者等に要する

費用）、②水道、光熱、電力料（事業を行

うために必要な電力電灯使用料及び用水使

用料）、③機械経費（事業を行うために必

要な機械の使用に要する経費（材料費、労

務費を除く。） 

 

 

 次の費用をいう。 

①事業を行うために直接必要な機械器具等

の運搬、移動に要する費用、②準備、後片

付け整地等に要する費用、③機械の設置撤

去及び仮道布設現道補修等に要する費用、

④技術管理に要する費用、 

⑤交通の管理、安全施設に要する費用 
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事務費 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

付帯工事費 

 

 

 

 

機械器具費 

 

 

 

 

測量及試験

費 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

現場管理費 

 

 

 

 

 

一般管理費 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 請負業者が事業を行うために直接必要な

現場経費であって、労務管理費、水道光熱

費、消耗品費、通信交通費その他に要する

費用をいい、類似の事業を参考に決定する

。 

 

 請負業者が事業を行うために直接必要な

法定福利費、修繕維持費、事務用品費、通

信交通費をいい、類似の事業を参考に決定

する。 

 

 本工事費に付随する直接必要な工事に要

する必要最小限度の範囲で、経費の算定方

法は本工事費に準じて算定すること。 

 

 

 事業を行うために直接必要な建築用、小

運搬用その他工事用機械器具の購入、借料

、運搬、据付け、撤去、修繕及び製作に要

する経費をいう。 

 

 事業を行うために直接必要な調査、測量

、基本設計、実施設計、工事監理及び試験

に要する経費をいう。また、補助事業者が

直接、調査、測量、基本設計、実施設計、

工事監理及び試験を行う場合においてこれ

に要する材料費、労務費、労務者保険料等

の費用をいい、請負又は委託により調査、

測量、基本設計、実施設計、工事監理及び

試験を施工する場合においては請負費又は

委託料の費用をいう。 

  

 

 事業を行うために直接必要な事務に要す

る共済費、賃金、旅費、需用費、役務費、

委託料、使用料及賃借料及び備品購入費を

いい、内容については別表に定めるものと

する。 
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事務費 

 

 

 

 事務費は、工事費の金額に対し、次の表

の区分毎に定められた率を乗じて得られた

額の合計額の範囲内とする。 

    

 

 

  号              区       分      率 

 

１ 

 

5,000万円以下の金額に対して 

 

   ６．５％ 

 

２ 

 

5,000万円を超え１億円以下の金額に対して 

 

   ５．５％ 

 

３ 

 

１億円を超える金額に対して 

 

   ４．５％ 
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別表 

１区分 ２費 目 ３細 目  ４細  分 ５ 内     容 

事務費 事務費 共済費 

 

 

 

 

賃金 

 

 

 

 

旅費 

 

 

 

 

需用費 

 

 

 

役務費 

 

 

委託料 

 

 

 

 

使用料及

賃借料 

 

 

備品購入

費 

社会保険料 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

印刷製本費 

 

 

 

通信運搬費 

 この費目から支弁される労務者に対す

る共済組合負担金と事業主負担保険料を

いい、使途目的、人数、単価及び金額がわ

かる資料を添付すること。 

 

 この費目から支弁される事務手続きの

ために必要な労務者に対する給与をいい、

雇用目的、内容、人数、単価、日数及び金

額がわかる資料を添付すること。 

 

 この費目から支弁される事務手続きの

ために必要な経費をいい、目的、人数、単

価、回数及び金額がわかる資料を添付する

こと。 

 

 この費目から支弁される事務手続きに

必要な設計用紙等印刷、写真焼付及び図面

焼増等に係る経費をいう。 

 

 この費目から支弁される事務手続きの

ために必要な郵便料等通信費をいう。 

 

 この費目から支弁される業務の一部を

外注する場合に発生する特殊な技能又は

資格を必要とする業務に要する経費をい

う。 

 

 この費目から支弁される事務手続きの

ために必要な会議に係る会場使用料（借料

）をいう。 

 

 この費目から支弁される事務用品類、参

考図書、現場用作業衣等雑具類の購入のた

めに必要な経費をいい、品目、単価、数量

及び金額がわかる資料を添付すること。 
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○補助事業における利益等排除について 

 

 補助事業において、補助対象経費の中に補助事業者の自社製品の調達又は関係会社

からの調達分（工事を含む。）がある場合、補助対象事業の実績額の中に補助事業者

の利益等相当分が含まれることは、調達先の選定方法如何に関わらず、補助金交付の

目的上ふさわしくないと考えられます。 

 そこで補助事業においても今後の検査業務等に資することを目的として、下記のと

おり利益等排除方法を定めます。 

記 

１．利益等排除の対象となる調達先 

 補助事業者（間接補助事業者を含む。以下同じ。）が以下の（１）～（３）の関係

にある会社から調達を受ける場合（他の会社を経由した場合、いわゆる下請会社の場

合も含む。）は、利益等排除の対象とします。 

 利益等排除の対象範囲には、財務諸表等規則第８条で定義されている親会社、子会

社、関連会社及び関係会社を用います。 

（１）補助事業者自身 

（２）１００％同一の資本に属するグループ企業 

（３）補助事業者の関係会社（上記（２）を除く） 

２．利益等排除の方法 

（１）補助事業者の自社調達の場合 

 原価をもって補助対象額とします。この場合の原価とは、当該調達品の製造原価を

いいます。 

（２）１００％同一の資本に属するグループ企業からの調達の場合 

 取引価格が当該調達品の製造原価以内であると証明できる場合は、取引価格をもっ

て補助対象額とします。これによりがたい場合は、調達先の直近年度の決算報告（単

独の損益計算書）における売上高に対する売上総利益の割合（以下「売上総利益率」
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といい、売上総利益率がマイナスの場合は０とします。）をもって取引価格から利益

相当額の排除を行います。 

（３）補助事業者の関係会社（上記（２）を除く。）からの調達の場合 

 取引価格が製造原価と当該調達品に対する経費等の販売費及び一般管理費との合

計以内であると証明できる場合、取引価格をもって補助対象額とします。これにより

がたい場合は、調達先の直近年度の決算報告（単独の損益計算書）における売上高に

対する営業利益の割合（以下「営業利益率」といい、営業利益率がマイナスの場合は

０とします。）をもって取引価格から利益相当額の排除を行います。 

注）「製造原価」及び「販売費及び一般管理費」については、それが当該調達品に対

する経費であることを証明して頂きます。また、その根拠となる資料を提出して頂き

ます。 

 

 

 

 


